
 

 

 

 

 

 

 

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 
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（介護予防）小規模多機能型居宅介護サービスの提供を開始するにあたり、事業の重要事項を説

明いたします。 

 

１．事業者の概要 

名  称 株式会社日本アメニティライフ協会 

所 在 地 神奈川県横浜市青葉区みたけ台５番地１０ 

電話番号 ０４５－９７８－５０５１ 

設  立 平成８年４月３日 

資 本 金 ５，０００万円 

代 表 者 代表取締役 江頭 瑞穗 

 

２．事業所の概要 

名 称 花織さがみ東 

所在地 神奈川県相模原市南区上鶴間本町６丁目４番７号 

電話番号 ０４２－７０１－２８８２ 

開設年月日 平成２３年１１月１日 

事業の種類 （介護予防）小規模多機能型居宅介護 

介護保険事業所番号 １４９２６００３９８ 

管理者氏名 長矢 千春 

 

３．併設する事業所 

併設する事業所 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

 

４．建物の概要 

①敷地及び建物 

敷 地 ７８３．２７㎡（認知症対応型共同生活介護部分を含む） 

建 物 

構 造 木造２階建ての１・２階部分 

延べ床面積 ６９５．８０㎡ 

権利形態 通常借家契約 

 

②主な設備 

設備の種類 設 置 数 

宿 泊 室 全６室（８.６９㎡～９.１０㎡・全室個室） 



居間・食堂 １箇所 

台   所 １箇所 

相 談 室 １箇所 

浴 室 １箇所 

脱 衣 洗 面 室 １箇所 

ト イ レ ３箇所 

 

５．事業所の概要 

営 業 日 年中無休 

営業時間 

通いサービス ７：００～２１：３０ 

宿泊サービス ２１：３０～翌７：００ 

訪問サービス ２４時間 

通常の事業実施地域 

相模原市南区 東大沼１丁目～４丁目 若松１丁目～６丁目 

文京１丁目～２丁目 御園１丁目～５丁目 栄町 豊町 上鶴

間１丁目～６丁目南台１丁目～５丁目 旭町 上鶴間本町１丁

目～９丁目 松ヶ枝町 東林間１丁目～８丁目 相南１丁目～

４丁目 相模大野１丁目～９丁目 上鶴間 鵜野森１丁目～３

丁目 

定  員 

登録定員 ２９名 

通いサービス定員 １５名 

宿泊サービス定員 ６名 

 

６．職員体制の概要                      ２０２４年１２月１日現在 

 

職 種 人 数 職 務 内 容 等 

管理者 １名 
□専任  ■兼務  勤務時間 ９：００～１８：００ 

事業所の従業者及び業務に関する一元的な管理をする 

介護支援専門員 １名 
□専任  ■兼務  勤務時間 ９：００～１８：００ 

ケアプラン、介護サービス計画の作成を担当する 

介護従業者 ２２名 

常勤    （専任 １名）（兼務 １名） 

非常勤  （専任１９名）（兼務 １名） 

通いの利用者の人数に応じ、３：１以上の配置 

勤務時間 ７：００～２２：００の間でのシフト制 

夜勤   ２１：３０～翌７：３０ 

看護師 １名 ■専任  □兼務  勤務時間 ９：００～１６：００ 



７．介護サービスの概要 

ケアプランの作成 
介護支援専門員は、介護保険法及び関係法令に従い、利用者の

ケアプランを作成します。 

介護サービス計画の作成 
介護支援専門員は、具体的な介護サービスの内容等を記載した

（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画を作成します。 

介護 

サービス 

通いサービス 
事業所において、食事や入浴、排泄等、利用者の心身の状況に

応じた介護を提供します。 

宿泊サービス 
事業所に宿泊していただき、利用者の心身の状況に応じた介

護を提供します。 

訪問サービス 
利用者の自宅にお伺いし、利用者の心身の状況に応じた介護

を提供します。 

その他の 

サービス 

相談・助言等 
利用者等の日常生活における介護等に関する相談及び助言、

申請代行等を行います。 

送 迎 希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを提供します。 

健康管理 利用者の血圧測定や全身状態の把握に努めます。 

 

８．利用料の概要 

（費用の内容や詳細については別紙Ⅰ 料金表を参照） 

介護保険外利用料 
食 費 

朝食４００円・昼食６００円・おやつ１００円・ 

夕食６００円 

宿泊費 １泊１,５００円 

その他の費用 実費相当分 

介護保険料 介護保険料の自己負担分 

 

９．振込先金融機関 

金融機関名 

科目・口座番号 

口座名義 

三菱東京ＵＦＪ銀行 新横浜支店（支店番号：２１５） 

普通預金 ０４０４６７４ 

株式会社日本アメニティライフ協会 

代表取締役 江頭 瑞穗 

 

１０．協力医療機関 

名    称 医療法人社団 大和会 町田クリニック 

診療科目 内科 



所 在 地 東京都町田市旭町３－１－１５ 旭町メディカルビル３階 

電話番号 ０４２－８５０－８１２３ 

 

名    称 医療法人 直源会 相模原南病院 

診療科目 内科・皮膚科・精神科 

所 在 地 神奈川県相模原市南区大野台７－１０－７ 

電話番号 ０４２－７５９－３９１１ 

 

名    称 医療法人社団あさがお会 あさがお歯科 

診療科目 歯科 

所 在 地 東京都町田市森野２－８－１０ 

電話番号 ０４２－７２４－２２２７ 

 

１１．提携施設 

名    称 社会福祉法人幸会 特別養護老人ホーム幸園 

所 在 地 神奈川県相模原市相模大野９－１２－２２ 

電話番号 ０４２－７６６－１７００ 

 

１２．緊急時対応方法および損害賠償 

緊急時対応方法 

① 利用者の症状に急変、その他緊急事態が生じたときには、職員は管理

者及び主治医と連絡をとり、関係各機関と連携し迅速に対応します。 

② 突発的な事象時（骨折や健康状態の急変）には救急車での対応とな

り、ご家族等に連絡がとれないうちに病院へ搬送する場合がありま

すので予めご了承ください。 

損害賠償責任 

① 事業者は、介護サービスの提供にあたり、万一事故等が発生し利用者

の生命・身体・財産に損害が生じた場合、利用契約書第１７条の規定

により損害賠償を行います。 

② 事業者は、事業者の故意、過失による事故発生に備えて下記の損害賠

償責任保険に加入しています。 

損害賠償責任保険 

加入先 
東京海上日動火災保険株式会社 

 

 



１３．事故発生時の対応 

事故発生時の対応 ①事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するため

に、サービスの安全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事

業所の保全について計画的に取り組みます。 

②利用者に対する介護保険サービスの提供により事故が発生した場合は、

市区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じます。   

③事故が生じた際はその原因を解明し、再発防止策を講じるなどの対応策

と、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

④事業所の故意、過失により事故が発生した場合、利用者の生命・身体・財

産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に

対して損害を賠償します。ただし、利用者に重過失がある場合は、事業者は

賠償責任を免除され、又は賠償額を減額します。 

 

１４．非常災害対策 

従業員は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。 

① 管理者は、甲種防火管理者を選任する。 

② 甲種防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。 

③ 
甲種防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、１年に２回避難及

び救出その他必要な訓練を行う。 

 

１５．衛生管理等 

１ 訪問介護員・看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

① 

訪問介護員・看護師等が感染源となることを予防するため、訪問時にはエプロンや使い捨

ての手袋等を使用し、感染源になることを防ぎます。また、感染症の病気に対する症状や

注意点、対応方法についても、感染症マニュアルをもとに訪問介護員・看護師等へ周知し

ます。 

② 訪問時には、訪問介護員・看護師等に携帯用の消毒液等を携帯させます。 

③ 
訪問から事業所に戻った際は、訪問介護員・看護師等は手洗いうがいを実行するとともに、

必要な物品（エプロン・ユニフォーム等）を洗濯し消毒に努めます。 

④ 

インフルエンザやノロウイルスの流行時には、事前把握の感染症の病歴がない利用者に対

しても、適切に使い捨ての予防衣を使用し、使用後は適切な処理を行いご利用者様宅にて

廃棄を依頼し、感染拡大を防止に努めます。 

２ 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

① 
事業所の玄関には、手指を消毒するための消毒器を設置、タオルはペーパータオル、ゴミ

箱は足踏み式の物を使用し、衛生管理に努めます。 

 

 



１６．秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関す

る秘密の保持について 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護

に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのため

のガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるもの

とします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）

は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家

族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が

終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業

者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき

旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

② 個人情報の保護について 

 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サ

ービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い

ません。また、利用者の家族の個人情報についても、予

め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利

用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含ま

れる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）に

ついては、善良な管理者の注意をもって管理し、また処

分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じ

てその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂

正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査

を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行う

ものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合

は利用者の負担となります。) 

 

１７．苦情処理の対応及び苦情相談窓口 

苦情処理の対応 

① 介護サービスの提供等に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速か

つ適正に対応するために、必要な措置を講じる。 

② 介護サービスの提供に係る利用者又はその家族からの苦情を受けた場

合には、当該苦情の内容等を記録する。 

③ 事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であると

の認識に立ち、苦情の内容を踏まえてサービスの質の向上に向けた取り



組みを行う。 

④ 事業所は、提供した介護サービスに関し、市町村が行う文書その他の物

件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しく

は照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指

導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

う。 

⑤ 事業所は、提供した介護サービスに関し、国民健康保険団体連合会が行

う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

⑥ 事業所は、提供した介護サービスに関する利用者からの苦情に関して、

市町村等が派遣するものが相談及び援助を行う事業その他の市町村が

実施する事業に協力するよう努める。 

⑦ 事業所は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正委員会が同法８５条

の規定により行う調査又は斡旋に協力することに努める。 

苦情相談窓口 
・事業所 管理者          TEL０４２－７０１－２８８２ 

・本社  安全管理室        TEL０４５－９７９－０８７１ 

外部苦情申し立て 

機関 

神奈川県国民健康保険団体連合会（介護保険課 介護苦情相談係） 

TEL ０４５－３２９－３４４７ 

行政機関 
相模原市役所 福祉基盤課 

TEL ０４２－７６９－９２２６ 

 

１８.虐待の防止 

虐待の防止 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を

講じる。 

（１）事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知

徹底を図る。 

（２）事業所における虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）事業所において従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施する。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

１９．身体的拘束等の適正化に向けた取り組み 

身体的拘束等の適正化

に向けた取組み 

 

１ 事業所は、小規模多機能型居宅介護等の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体

的拘束等」という。) を行ってはならない。 



２ 事業所は、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由（以下「身

体的拘束等の態様等」という。) を記録しなければならない。 

３ 事業所は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその

家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむ

を得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限り

でない。 

４ 事業所は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合に

は、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、

身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。 

５ 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護事業者その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 (3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。 

 

２０. 業務継続計画の策定等 

業務継続計画の策定等 

①事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービ

ス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下、「業務継続計画」という。）を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置を講じる。 

②事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施する。 

③事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行う。 

 

２１.その他運営に関する重要事項 

研修について 当事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設ける

ものとし、また、業務体制を整備する。 

(1) 採用時研修 採用後 1か月以内 

(2) 継続研修 随時 

 

 

 



２２．運営推進会議の設置 

運営推進会議の目的 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護のサービスに関して、運営推進会

議の委員から評価、要望、助言等を受け、介護サービスの質の確保及び

適切な運営ができるよう設置します。 

委員の構成 
利用者、利用者の家族の代表、町内会役員、民生委員、高齢者支援セン

ター職員又は相模原市職員、事業所の管理者及び従業者等 

開催時期 おおむね２ヶ月に１回開催します。 

 

２３．サービスの利用にあたっての留意事項 

① サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

② 事業所の設備や器具等は本来の用途に従ってご利用ください。これに反したご利用により 

 破損等が生じた場合は、弁償していただく場合があります。 

③ 他のご利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

④ 所時金品は自己の責任で管理してください。 

⑤ 事業所内での宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

⑥ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。 

 

２４．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈以下余白〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【重要事項の説明年月日】 

 

  年  月  日 

 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護利用契約書の締結にあたり、重要事項を説明し交付いたし

ました。 

 

         事業所 （所在地）神奈川県相模原市南区上鶴間本町６丁目４番７号 

 

             （名 称）花織さがみ東                 

 

説明者 （氏 名）                    印  

 

 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護利用契約書の締結にあたり、説明を受け、同意し交付を受

けました。      

 

利用者 （住 所）                       

  

             （氏 名）                    印  

 

利用者代理人 （住 所）                       

(利用者との続柄：   ) （氏 名）                    印  

身元引受人 （住 所）                       

(利用者との続柄：   ) （氏 名）                    印  

 

 


